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千葉市では、市内事業者や市民が物価高騰の影響を受けている状況を踏まえ、市民生活を

支援するとともに、市内消費を喚起し地域経済を活性化するため、キャッシュレス決済での

お支払額を対象にポイント還元を行う「千葉市でおトクにお買い物！キャッシュレスキャン

ペーン」を実施します。 

また、本キャンペーンに関する問い合わせ等に対応するため、６月２３日（火）から特設

ホームページやコールセンターを開設しますので、併せてお知らせします。 

 

１ キャンペーンの概要 

市内の対象店舗において、対象となるキャッシュレス決済をご利用された場合、お支払

額の最大５％をポイント還元します。 

なお、千葉県が同時期に実施する最大１０％をポイント還元するキャンペーンとの併用

が可能であり、市のキャンペーンと合わせることで、最大１５％のポイント還元を受ける

ことができます。（千葉市・千葉県ともに予算に到達次第終了となるため、いずれかのキ

ャンペーンが早期終了した場合はこの限りではありません。） 

 

２ キャンペーン期間 

  令和８年８月７日（金）～３０日（日） 

  ※キャンペーン期間に関わらず、予算額に到達次第、終了します。 

 

３ 還元率等 

（１）還元率 

   支払い額の最大５％ 

（２）キャンペーン期間中の付与上限額 

   ３,０００円相当（１決済事業者当たり） 

（３）対象取引１回当たりの付与上限額 

   １,５００円相当 

 

４ 対象となるキャッシュレス決済 

  ＡＥＯＮ Ｐａｙ、ａｕ ＰＡＹ、ｄ払い、ＰａｙＰａｙ、楽天ペイの５者 

 

 

 

 

  ※ポイントの適用や付与条件は、キャッシュレス決済事業者ごとに異なります。 

  

 
 令和８年６月２２日 

経済農政局経済部 
経済企画課 
電話 ２４５－５２７２ 

   

 

千葉市でおトクにお買い物！キャッシュレスキャンペーンを実施します！ 
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５ 対象店舗 

千葉市内に所在し、対象の決済サービスを導入している店舗 

※対象の決済サービスを導入している店舗であっても、本キャンペーンの対象外となる

店舗があります。 

※対象店舗には、キャンペーン期間中にポスター等が掲示される予定です。 

 

６ 特設ホームページの開設 

開設日時 令和８年６月２３日（火） 

【URL】https://chibacity-cashless.jp/ 

   千葉市 キャッシュレスキャンペーンで検索 

※詳細は順次、公開予定です。 

 

 

７ コールセンターの設置 

  本キャンペーンに関して、市民の皆さまや事業者の方々からのお問い合わせに対応する

千葉市キャッシュレスキャンペーンのコールセンターを設置します。 

（１）開設期間 

   令和８年６月２３日（火）～１１月８日（日） 

（２）対応時間 

   ９：００～１８：００（土・日・祝日を含む） 

（３）電話番号（フリーダイヤル） 

   ０１２０－９８０－０９８ 

 

８ 利用者向けの相談会 

多くの市民の皆さまに、本キャンペーンをご利用いただくため、キャッシュレス決済の

未利用の方等を対象に、公共施設や市内商業施設等でキャッシュレス決済の疑似体験がで

きる相談会を実施します。 

また、キャンペーン開催期間中は対面で相談できる常設の窓口を設置します。 

（１）キャッシュレス決済相談会 

   キャッシュレス決済に必要なアプリのインストールや使用方法の説明、お試し用の 

コードを手配した上で、利用者の決済手段に合わせたチャージ体験やチャージした残高

を活用した決済体験を行います。 

ア 開催時期・会場 

  ７月中旬以降に開催予定（各区１２回） 

※開催時期や場所等の詳細については決まり次第、特設ホームページに掲載します。 

イ 参加方法 

事前の申し込み等は不要です。スマートフォンをご持参のうえ、直接会場へお越し

ください。 

  

キャンペーン キービジュアル 
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（２）相談窓口の設置 

   キャンペーンの開催期間中、キャッシュレス決済の使用方法などについて対面で相談

できる常設の相談窓口を各区役所および市役所に設置します。 

  ア 会場 

    各区役所および市役所 

イ 日時 

  ８月７日（金）～２８日（金）（うち平日９：００～１７：００） 

ウ 参加方法 

事前の申し込み等は不要です。スマートフォンをご持参のうえ、直接会場へお越し

ください。 


